
平成１１年（行ケ）第３０５号　審決取消請求事件
　　　　　判　　　　決
　原　告　　　　　　　エービー　テトラ　パック
　代表者　　　　　　　【Ａ】
　訴訟代理人弁理士  　【Ｂ】、【Ｃ】、【Ｄ】、【Ｅ】、【Ｆ】、【Ｇ】、
【Ｈ】
　被　告　　　　　　　特許庁長官　【Ｉ】
　指定代理人　　　　　【Ｊ】、【Ｋ】、【Ｌ】

　　　　　主　　　　文
　特許庁が平成１０年審判第２０２１０号事件について平成１１年８月１２日にし
た審決を取り消す。
　訴訟費用は被告の負担とする。

　　　　　事実及び理由
第１　原告の求めた裁判
　主文第１項同旨の判決。

第２　事案の概要
　１　特許庁における手続の経緯
　原告は、１９８１年（昭和５６年）１０月８日スウェーデン国においてした特許
出願に基づく優先権を主張して、昭和５７年１０月８日「包装積層品をヒートシー
ルする装置」なる発明について特許出願をしたが（特願昭５７－１７７４８６号。
原出願）、その一部を新たな出願とするため、平成４年９月３０日にこれを分割し
て特許出願をし（特願平４－２６２３４３号。本件出願）、平成７年４月５日出願
公告があったが、特許異議の申立てがあり、平成１０年９月２２日拒絶査定があっ
たので、平成１０年１２月２１日審判請求をし、平成１０年審判第２０２１０号事
件として審理された結果、平成１１年８月１２日、「本件審判の請求は、成り立た
ない。」との審決があり、その謄本は同月２５日原告に送達された。

　２　本願発明の要旨
【請求項１】
　Ａ．繊維質材料の支持層（１）の内側にアルミ箔等の導電性材料層（４）を有
し、さらにその内側に熱可塑性材料層（３）を有する一対の積層材料（１０，１
１）を互いに、その最内層である熱可塑性材料層（３，３）間でヒートシールする
装置において、
　Ｂ．前記熱可塑性材料層（３，３）同士を互いに接触させて該一対の積層材料
（１０，１１）を外側から押し付けるための平坦な作用面を有するシールジョー
（５）が設けられ、
　Ｃ．該シールジョー（５）は、非導電性の本体（６）と該本体（６）の一方の側
面に設けた導電性の棒（７）とで構成され、
　Ｄ．該棒（７）は、
　Ｄ－１．該一方の側面とで前記平坦な作用面（８）を構成するとともに、
　Ｄ－２．前記一対の積層材料（１０，１１）の導電材料（４）をシール帯域（１
３，１４）以内で高周波誘導加熱し溶融するべく高周波電源に接続されるようにな
っており、
　Ｅ．もって該作用面（８）により前記一対の積層材料（１０，１１）の最内層で
ある熱可塑性材料層（３，３）同士が前記シール帯域（１３，１４）およびその両
側両外側帯域で互いに圧接されるようにされ、
　Ｆ．さらに前記導電性の棒（７）には、該シール帯域（１３，１４）以内で、高
周波加熱により溶融された熱可塑性の材料層（３，３）をシール帯域（１３，１
４）の中央領域（１３）から同シール帯域（１３，１４）の両外側領域（１４）へ
押し出し堆積させるため、前記作用面（８）と実質的に垂直な側面を有して突出す
る凸状（９）が設けられている
　Ｇ．ことを特徴とする積層材料のヒートシール装置。
（Ａ．～Ｇ．の記号は、便宜上付与したもの。）
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、前記シールジョー（５）に対向してかつ一対の



積層材料（１０，１１）をはさむように対向ジョー（１２）を設けたことを特徴と
する積層材料のヒートシール装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の装置において、前記シールジョー（５）および前記対向ジョー
（１２）の内部に、該シールジョー（５）および前記対向ジョー（１２）と接触す
る積層材料を冷却するための冷却導管を設けたことを特徴とする積層材料のヒート
シール装置。

　３　審決の理由の要点
　(1)　原査定の理由の概要
　原査定の拒絶の理由となった特許異議の決定に記載した理由の概要は、本願特許
請求の範囲第１項に記載された発明（本願第１発明）は、原出願の特許請求の範囲
第３項に記載された発明（原発明）と実質的に同一であって、本件出願は適法に分
割されたものとは認められず、現実の出願日である平成４年９月３０日に出願され
たものとして取り扱われるから、本願第１発明は、その出願前に頒布された特開昭
５８－１３４７４４号公報（原出願の公開公報）に記載された発明であって、特許
法２９条１項３号に該当し、特許を受けることができない、というものである。そ
こで、この原査定の理由について以下検討する。
　(2)　分割の適否についての検討
　原発明は、平成７年１２月３１日付け訂正請求により訂正された明細書の特許請
求の範囲第３項に記載された次のとおりのものである。（なお、この訂正請求を認
めた平成６年審判第５３２３号についての平成８年９月１９日付け審決は、平成１
０年１０月７日言渡しの東京高裁平成８年（行ケ）第２６４号審決取消請求事件判
決により、確定している。）
　ａ．積層材料（１０，１１）をヒートシールするための装置にして、各積層材料
は、熱可塑性材料層（３）と、導電性材料層（４）と、繊維質材料の支持層（１）
とを有し、かつ各積層材料は、その一表面を覆いかつ該積層材料の融点より低い融
点の熱可塑性材料の外層（３）を有し、
　ｂ．前記熱可塑性材料層（３）を、中央シール帯域（１３）及びその両側シール
帯域（１４）に沿って互いに重ね合わせるとともに、該両シール帯域（１３，１
４）以内で互いに接触させ、
　ｃ．前記積層材料同士（１０，１１）を両シール帯域（１３，１４）内で細長い
シールジョー（５）と対向ジョー（１２）との間で圧して加熱し、溶融した熱可塑
性材料を冷却固化させるようにして、前記積層材料同士（１０，１１）をヒートシ
ールするための装置において、
　ｄ．前記シールジョー（５）は、
　ｅ．前記熱可塑性材料層（３）を含む前記積層材料（１０，１１）を、前記両シ
ール帯域（１３，１４）に沿って、前記対向ジョー（１２）に対して押し付けるた
めの平らな押圧表面を有する本体（６）と、
　ｆ．該本体（６）の平らな押圧表面に形成された溝と、
　ｇ．該溝内に嵌合され、且つ前記本体（６）の平らな押圧表面に一致するように
された作用面（８）を有し、前記熱可塑性材料を溶融材料にするように前記熱可塑
性材料層（３）を加熱するための導電性加熱棒（７）とを含み、
　ｈ．前記細長いシールジョーの作用面（８）は、前記両側シール帯域（１４）に
沿って、前記熱可塑性材料層（３）の一つに押し付けられるようになっており、か
つ、
　ｉ．前記作用面（８）には、該作用面から突出する断面がほぼ矩形の平らな先端
面を有する突条（９）が設けられ、
　ｊ．前記加熱棒（７）に高周波電力を印加するとともに、前記中央シール帯域
（１３）以内において、前記突条（９）の先端面で前記熱可塑性材料層（３）を互
いに押しつけるようになっており、これにより、前記熱可塑性材料層（３）は、前
記シール帯域（１３，１４）内で溶融して、溶融した熱可塑性材料が前記導電性材
料層（４）の表面より流出されるが、これが、前記シール帯域（１３，１４）の外
側の前記熱可塑性材料層（３）の溶融していない部分によりせき止められるように
なっている
　ｋ．ことを特徴とする積層材料のヒートシール装置。
（ａ．～ｋ．の記号は、便宜上付与したもの。）
　(3)　本願第１発明と原発明との対比



　(3)－１　本願第１発明も原発明もともに、積層材料のヒートシール装置である点
で差異はない（Ａ．Ｇ．及びａ．ｃ．ｋ．）。
　(3)－２　積層材料について、本願第１発明は「Ａ．繊維質材料の支持層（１）の
内側にアルミ箔等の導電性材料層（４）を有し、さらにその内側に熱可塑性材料層
（３）を有する一対の積層材料（１０，１１）」と規定し、原発明は「ａ．各積層
材料は、熱可塑性材料層（３）と、導電性材料層（４）と、繊維質材料の支持層
（１）とを有し、かつ各積層材料は、その一表面を覆いかつ該積層材料の融点より
低い融点の熱可塑性材料の外層（３）を有し」と規定しており、原発明が熱可塑性
材料層（３）、導電性材料層（４）、繊維質材料の支持層（１）の位置関係につい
て特定していない点、及び本願第１発明が熱可塑性材料が積層材料の融点より低い
融点であることを特定していない点で、両発明には表現上の差異がある。しかし、
原発明においても、導電性材料層に高周波加熱を誘起することにより熱可塑性樹脂
層の一部を溶融してヒートシールするものであることは明らかであるから、繊維質
材料の支持層（１）、導電性材料（４）、熱可塑性材料層（３）の順に配置されて
いることは自明であり、また熱可塑性材料の融点において積層材料が溶融してしま
っては積層材料の形態を保持できないこととなることも明らかであるから、本願第
１発明においても熱可塑性材料が積層材料の融点より低い融点であることは当然の
ことといえる。そうすると、積層材料の構成において、両発明に実質的な差異はな
い。
　(3)－３　本願第１発明は「Ａ．一対の積層材料（１０，１１）を互いに、その最
内層である熱可塑性材料層（３，３）間でヒートシールする」と規定しているのに
対し、原発明は「ｂ．前記熱可塑性材料層（３）を、・・・互いに重ね合わせると
ともに、・・・ｃ．・・・前記積層材料同士（１０，１１）をヒートシールする」
と規定しているから、この点において両発明に相違はない。
　(3)－４　本願第１発明は「Ｂ．前記熱可塑性材料層（３，３）同士を互いに接触
させて該一対の積層材料（１０，１１）を外側から押し付けるための平坦な作用面
を有するシールジョー（５）が設けられ」と規定しているのに対し、原発明は
「ｃ．積層材料同士（１０，１１）を両シール帯域（１３，１４）内で細長いシー
ルジョー（５）と対向ジョー（１２）との間で圧して加熱し、溶融した熱可塑性材
料を冷却固化させる」と規定し、さらに「ｈ．前記細長いシールジョーの作用面
（８）は、前記両側シール帯域（１４）に沿って、前記熱可塑性材料層（３）の一
つに押し付けられるようになっており、」と規定しており、本願第１発明がシール
ジョーを細長いと規定していない点、本願第１発明が対向ジョー（１２）を規定し
ていない点、本願第１発明が加熱し溶融した熱可塑性材料を冷却固化させると規定
していない点、原発明がシールジョーの作用面を平坦であると規定していない点、
原発明が積層材料を外側から押し付けると規定していない点で、両発明には表現上
差異がある。しかし、シールは通常線状に行われるから、本願第１発明におけるシ
ールジョーも当然シール形状に対応した細長い形状のものであると認められる。ま
た、シールジョーのみではシールは不可能であるから、本願第１発明においても必
ずシールジョーに対向する部材が必要であることは自明であり、対向する部材をジ
ョーとすることも慣用手段であると認められる（例えば、特公昭５５－３２１５号
公報の第１図参照）。そして、加熱し溶融した熱可塑性材料を冷却固化させるとい
う構成はヒートシール装置の自明の構成を規定したものにすぎない。さらに、原発
明におけるシールジョーの作用面が平坦であることも、「ｄ．シールジョー（５）
は、・・・・ｇ．本体（６）の平らな押圧表面に一致するようにされた作用面
（８）を有する導電性加熱棒（７）とを含み」と規定していることからみて明らか
であるし、原発明がシールジョーにより積層材料を外側から押し付けるものである
ことも自明である。そうすると、上記表現上の差異は実質的な差異とは認め難い。
　(3)－５　本願第１発明は「Ｃ．該シールジョー（５）は、非導電性の本体（６）
と該本体（６）の一方の側面に設けた導電性の棒（７）とで構成され」と規定して
いるのに対し、原発明は「ｄ．シールジョー（５）は、ｅ．本体（６）と、ｆ．該
本体（６）の平らな押圧表面に形成された溝と、ｇ．該溝内に嵌合された導電性加
熱棒（７）とを含み」と規定しており、原発明が本体（６）を非導電性と規定して
いない点、本願第１発明が本体に形成した溝に導電性加熱棒（７）を嵌合している
と規定していない点で、両発明には表現上差異がある。しかし、原発明において
も、ｊ．の記載からみて、シール帯域の外側では熱可塑性樹脂が溶融していないか
ら、本体部分は高周波により加熱されない非導電性の材料で構成されることは明ら
かである。また、異なる材料からなる構成部材を一体化する際、一方の部材に溝を



形成し他方の部材を嵌合することは極めて一般的な手段であるところ、ヒートシー
ル装置においてもこのような手段は慣用手段であり（例えば、英国特許第１，３６
７，１７６号公報（１９７４）のFIG.２参照）、しかも上記手段を構成要件とする
か否かで発明の技術的意味が異なるとは認められないから、この点をもって、両発
明が実質的に異なるものであるとすることはできない。
　(3)－６　本願第１発明は「Ｄ．該棒（７）は、Ｄ－１．該一方の側面とで前記平
坦な作用面（８）を構成する」と規定しているが、原発明も「ｅ．平らな押圧表面
を有する本体（６）と、ｇ．本体（６）の平らな押圧表面に一致するようにされた
作用面（８）を有する導電性加熱棒（７）とを含み」と規定しているので、棒は平
らな作用面を構成しているものと認められ、また、本願第１発明は「Ｄ－２．前記
一対の積層材料（１０，１１）の導電材料（４）をシール帯域（１３，１４）以内
で高周波誘導加熱し溶融するべく高周波電源に接続されるようになっており」と規
定しているのに対し、原発明も「ｊ．加熱棒（７）に高周波電力を印加する」こと
及び「これにより、前記熱可塑性材料層はシール帯域（１３，１４）内で溶融」す
ると規定しているから、本願第１発明と同様の構成をとっていることは自明であっ
て、この点に実質的な差異はない。
　(3)－７　本願第１発明は「Ｅ．もって該作用面（８）により前記一対の積層材料
（１０，１１）の最内層である熱可塑性材料層（３，３）同士が前記シール帯域
（１３，１４）およびその両側両外側帯域で互いに圧接されるようにされ、」と規
定しているが、原発明においても、ｇ．の構成から加熱棒（７）はシールジョー
（５）の本体（６）の押圧面と連続して作用面（８）を形成しているのであるか
ら、「ｂ．熱可塑性材料層（３）を、中央シール帯域（１３）及びその両側シール
帯域（１４）に沿って互いに重ね合わせるとともに、該両シール帯域（１３，１
４）以内で互いに接触させ」、「ｃ．両シール帯域（１３，１４）内で細長いシー
ルジョー（５）と対向ジョー（１２）との間で圧」することにより、シール帯域
（１３，１４）のみならず、その両側両外側領域でも圧接されることは自明であ
る。
　(3)－８　本願第１発明は「Ｆ．さらに前記導電性の棒（７）には、該シール帯域
（１３，１４）以内で、高周波加熱により溶融された熱可塑性の材料層（３，３）
をシール帯域（１３，１４）の中央領域（１３）から同シール帯域（１３，１４）
の両外側領域（１４）へ押し出し堆積させるため、前記作用面（８）と実質的に垂
直な側面を有して突出する凸状（９）が設けられている」と規定しているが、これ
は原発明の「ｉ．前記作用面（８）には、該作用面から突出する断面がほぼ矩形の
平らな先端面を有する突条（９）が設けられ、ｊ．前記加熱棒（７）に高周波電力
を印加するとともに、前記中央シール帯域（１３）以内において、前記突条（９）
の先端面で前記熱可塑性材料層（３）を互いに押しつけるようになっており、これ
により、前記熱可塑性材料層（３）は、前記シール帯域（１３，１４）内で溶融し
て、溶融した熱可塑性材料が前記導電性材料層（４）の表面より流出されるが、こ
れが、前記シール帯域（１３，１４）の外側の前記熱可塑性材料層（３）の溶融し
ていない部分によりせき止められるようになっている」との構成と実質的に同じこ
とである。
　(3)－９　以上検討したところによれば、本願第１発明は原発明と実質的に同一の
ものであると認められる。
　してみると、本件出願は、原出願の一部を適法に分割出願したものとは認められ
ないから、出願日は遡及せず平成４年９月３０日に出願されたものとなる。
　(4)　特許法２９条１項３号についての検討
　本件出願日は上記したとおりであるから、原出願の公開公報は本件出願前に頒布
された刊行物である。
　原出願の公開公報には、包装積層品をヒートシールする装置について記載され、
本願明細書の第１～４図と同じ図面が記載されるとともに、具体的に以下の事項が
記載されている。
　①　「包装積層品は・・・繊維状物質の中央支持層１を具備し、この層１はその
両側を熱可塑性材料の比較的薄い均質な層２，３で覆われている。外側のプラスチ
ック層３の一方と支持層１との間には更にアルミニウムはくの層４がしばしば存在
し」（３頁左下欄６～１２行）
　②　「二つの包装積層品１０，１２が、シールに備えて、それらの外側の熱可塑
性の層が互いに対向するように接合されている。」（４頁右上欄１１～１４行）
　③　「包装積層品は、シールジョー５と、包装積層品の反対側に対向して位置す



る対向ジョー１２とによって一緒に押し付けられる。このシールジョー５は第２図
に示す形式のもので・・・」（４頁右上欄１４～１８行）
　④　「シールジョー５は、電気的に不導性の材料で作られ、導電性の材料の棒７
が挿入される溝を一方の側面に備えた本体６を具備する。」（３頁右下欄４～７
行）
　⑤　「本体の一方の側面の中央に位置する棒７は、本体６の周囲の部分と共にシ
ールジョー５の作用面８を形成する。」（３頁右下欄７～９行）
　⑥　「アルミニウムはくを含む積層品の高周波溶接を可能とするために、棒７内
の材料を介して、積層品を加熱する領域を高周波方式などの電源に接続することが
できる。」（３頁右下欄下から３行～４頁左上欄１行）
　⑦　「加工面８には、棒７内に形成された線状突起９が設けられる。突起９は、
断面がほぼ長方形であり」（３頁右下欄９～１１行）
　⑧　「包装積層品を突起９と同じ高さで一緒に押しやる高い力のために、溶融熱
可塑性材料はシール帯域１３，１４全体の中の高圧の領域１３から隣接部分１４に
走り、または流れ込む。」（４頁左下欄下から７～３行）　
　上記①、②は本願第１発明のＡに相当し、原出願の公開公報の第２図よりシール
ジョー加工面が平坦であることが認められるから、上記③は本願第１発明のＢに相
当し、上記④は本願第１発明のＣに相当し、上記⑤は本願第１発明のＤ－１に相当
し、上記⑥は本願第１発明のＤ－２に相当し、上記⑦、⑧は本願第１発明のＦに相
当し、原出願の公開公報の第３図は本願第１発明のＥを示している。
　そうすると、本願第１発明と原出願の公開公報記載の発明との間に相違するとこ
ろはない。
　(5)　審決のむすび
　以上のとおりであるから、本願第１発明は、特許法２９条１項３号に該当し、特
許を受けることができない。

第３　原告主張の審決取消事由
　原告は、平成１１年１０月１９日、原出願の発明（平成５年１０月２８日、特許
第１７９５５６５号として特許権の設定登録）の特許請求の範囲第３項に記載され
た発明を削除することを目的とする訂正審判を請求し、平成１１年審判第３９０８
５号事件として審理された結果、平成１２年３月２３日、「特許第１７９５５６５
号発明の明細書及び図面を本件審判請求書に添付された訂正明細書及び図面のとお
り訂正することを認める。」との審決があり、確定した。
　これにより、本願第１発明と原出願の特許請求の範囲第３項に記載された発明
（原発明）は同一のものではなかったことになり、「本願第１発明は原発明と実質
的に同一のものであると認められる」とした審決の認定、判断は結果的に誤りとな
り、この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであるから、審決は取り消されるべ
きである。

第４　当裁判所の判断
　甲第４、第５号証及び弁論の全趣旨によれば、原告主張のとおり、原出願の特許
請求の範囲第３項に記載された発明（原発明）を削除するについて訂正請求を認め
る審決（平成１１年審判第３９０８５号）があり、確定したことが認められる。こ
れによれば、審決が、削除された原発明と本願第１発明とを対比して両者を実質的
に同一のものであると認定したのは、結果的に許されないこととなる。したがっ
て、本願第１発明が原発明と実質的に同一のものであるとの認定を前提にして、本
願出願は原出願の一部を適法に分割出願したものとは認められないとした審決の判
断は誤りであり、この誤りは審決の結論に影響を及ぼすものであって、審決は取り
消されるべきである。

第５　結論
　以上のとおりであり、原告の請求は認容されるべきである。
（平成１２年９月１２日口頭弁論終結）
　東京高等裁判所第１８民事部

　　　　　裁判長裁判官　　　永　　　井　　　紀　　　昭

　　　　　　　　裁判官　　　塩　　　月　　　秀　　　平



　　　　　　　　裁判官　　　橋　　　本　　　英　　　史


